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新（Ｐ８－１） 旧（Ｐ８－１） 

京都の歴史的風致を形成する重要な構成要素である

歴史的建造物のうち，重点区域における歴史的風致の維

持及び向上を図るうえで必要かつ重要と認められる建

造物を「歴史的風致形成建造物」として指定する。 

歴史的風致形成建造物に想定されるものとして，祇園

祭などの祭礼を行ううえで拠点となる会所や御旅所。そ

れらを華やかに飾る懸装品
けそうひん

などを手掛ける繊維問屋な

ど人々の生業とともに残る町家。市内に点在する世界遺

産をはじめとする社寺仏閣を中心に賑わいを見せる門

前町の町家や，上賀茂神社の神官が集住した社家
しゃけ

。多く

の町人にも普及した伝統文化である茶の湯などの施設

を備える和風建築。市内 5 箇所にある花街
かがい

の歌舞練場

や，それを中心に茶屋文化を伝える茶屋形式の建造物。

近代の金融業などの中心であった三条通など，京都の近

代化を象徴する近代洋風建築。城下町として整備され，

港湾都市として発展した伏見の造り酒屋や酒蔵群。ま

た，そういった京都の伝統や行事，商業などを支え継承

してきた町衆らの生活・生業の場であり，今なお，市街

地にも多く点在する京町家など，様々な建造物が想定さ

れる。こういった建造物の他，建造物と一体に構成をな

す門・塀などの工作物及び庭園も対象とする。 

歴史的風致形成建造物の指定においては，伝統的・歴

史的な意匠性に優れているもの，その地域において歴史

的価値の高いもの，地域の特色が色濃く残っているもの

で，京都の歴史的風致に深く関わるものを基準とする。 

なお，京都市内には，多くの国登録文化財，京都府及

び京都市指定・登録文化財の他，景観重要建造物，京都

市市街地景観整備条例に基づく歴史的意匠建造物，界わ

い景観整備地区及び歴史的景観保全修景地区内の建造

物，京都市京町家の保全及び継承に関する条例に基づく

重要京町家が存在し，特にこれらの建造物のうち重点区

域内のものについては，積極的に指定する。 

また，建造物の所有者及び支援法人による歴史的風致

形成建造物の指定の提案に関する制度の活用を促進す

る。建造物の所有者による歴史的風致形成建造物の提案

が積極的かつ円滑に行われるよう，支援法人と連携し，

歴史的風致形成建造物に関する制度の概要，歴史的風致

形成建造物の指定の指標又は参考となる建造物の外観

に関する情報提供を行う。 

歴史的風致形成建造物に指定及び指定候補としては，

以下の別表のとおりである。 

 

 京都の歴史的風致を形成する重要な構成要素である

歴史的建造物のうち，重点区域における歴史的風致の維

持及び向上を図るうえで必要かつ重要と認められる建

造物を「歴史的風致形成建造物」として指定する。 

歴史的風致形成建造物に想定されるものとして，祇園

祭などの祭礼を行ううえで拠点となる会所や御旅所。そ

れらを華やかに飾る懸装品
けそうひん

などを手掛ける繊維問屋な

ど人々の生業とともに残る町家。市内に点在する世界遺

産をはじめとする社寺仏閣を中心に賑わいを見せる門

前町の町家や，上賀茂神社の神官が集住した社家
しゃけ

。多く

の町人にも普及した伝統文化である茶の湯などの施設

を備える和風建築。市内 5 箇所にある花街
かがい

の歌舞練場

や，それを中心に茶屋文化を伝える茶屋形式の建造物。

近代の金融業などの中心であった三条通など，京都の近

代化を象徴する近代洋風建築。城下町として整備され，

港湾都市として発展した伏見の造り酒屋や酒蔵群。ま

た，そういった京都の伝統や行事，商業などを支え継承

してきた町衆らの生活・生業の場であり，今なお，市街

地にも多く点在する京町家など，様々な建造物が想定さ

れる。こういった建造物の他，建造物と一体に構成をな

す門・塀などの工作物及び庭園も対象とする。 

歴史的風致形成建造物の指定においては，伝統的・歴

史的な意匠性に優れているもの，その地域において歴史

的価値の高いもの，地域の特色が色濃く残っているもの

で，京都の歴史的風致に深く関わるものを基準とする。 

なお，京都市内には，多くの国登録文化財，京都府及

び京都市指定・登録文化財の他，景観重要建造物，京都

市市街地景観整備条例に基づく歴史的意匠建造物，界わ

い景観整備地区及び歴史的景観保全修景地区内の建造

物，京都市京町家の保全及び継承に関する条例に基づく

重要京町家が存在し，特にこれらの建造物のうち重点区

域内のものについては，積極的に指定する。 

指定にあたっては，建造物の所有者の意見を聴くほ

か，意匠，建築史その他景観又は建造物に関連する分野

の専門家等で構成する京都市美観風致審議会の意見を

聴いて行う。 

また，建造物の所有者及び支援法人による歴史的風致

形成建造物の指定の提案に関する制度の活用を促進す

る。建造物の所有者による歴史的風致形成建造物の提案

が積極的かつ円滑に行われるよう，支援法人と連携し，

歴史的風致形成建造物に関する制度の概要，歴史的風致

形成建造物の指定の指標又は参考となる建造物の外観

に関する情報提供を行う。 

歴史的風致形成建造物に指定及び指定候補として

は，以下の別表のとおりである。 
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新（Ｐ８－１４） 旧（Ｐ８－１４） 

歴史的風致形成建造物指定及び候補一覧 
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新（Ｐ８－１５） 旧（Ｐ８－１５） 

歴史的風致形成建造物指定及び候補一覧 
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新（Ｐ８－１６） 旧（なし） 

歴史的風致形成建造物指定及び候補一覧 
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新（Ｐ８－１７） 旧（なし） 

歴史的風致形成建造物指定及び候補一覧 
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新（Ｐ８－１８） 旧（なし） 

歴史的風致形成建造物指定及び候補一覧 
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新（Ｐ８－１３） 旧（なし） 

歴史的風致形成建造物指定及び候補一覧 
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新（Ｐ８－２０） 旧（なし） 

歴史的風致形成建造物指定及び候補一覧 
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新（Ｐ８－２１） 旧（なし） 

歴史的風致形成建造物指定及び候補一覧 

 

 

 



74 

 

新（Ｐ別表－９） 旧（なし） 
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新（Ｐ別表－１１） 旧（別表－１０） 

 

 

 



76 

 

新（Ｐ別表－１４） 旧（Ｐ別表－１３） 
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新（Ｐ別表－２１） 旧（Ｐ別表－２０） 
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新（Ｐ別表－２３） 旧（Ｐ別表－２２） 
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新（Ｐ別表－２５） 旧（なし） 
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新（Ｐ別表－２８） 旧（Ｐ別表－２７） 
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新（Ｐ別表－３１） 旧（Ｐ別表－３０） 
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新（Ｐ別表－３２） 旧（なし） 
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新（Ｐ別表－３４） 旧（Ｐ別表－３２） 
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新（Ｐ別表－４１） 旧（なし） 
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